
   九州大学総合研究棟（筑紫地区）細則 

令 和 ３ 年 度 九 大 細 則 第 ８ 号 

制  定：令和 ３年 ７月３０日 

最終改正：令和 ６年 ３月２６日 

（令和５年度九大細則第２４号） 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、九州大学総合研究棟（筑紫地区）（以下「建物」という。）における、

部局等において管理運用するスペース（以下「部局運用スペース」という。）の使用等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

（部局運用スペース） 

第２条 部局運用スペースは、別表１のとおりとする。 

２ 部局運用スペースの管理運営に関する業務は、九州大学筑紫キャンパス全学レンタルス

ペース規程（令和３年度九大規程第５９号。以下「規程」という。）第２条に規定する管理

責任者（以下「管理責任者」という。）が掌理するものとする。 

３ 部局運用スペースの管理運営にあたり必要な事項の調査審議は、規程第３条に規定する

筑紫キャンパス全学レンタルスペース管理運営委員会（以下「地区委員会」という。）が

行う。 

４ 部局運用スペースは、地区委員会の議を経て、新たに追加し、又は廃止することができ

る。 

（部局運用スペースの使用資格） 

第３条 部局運用スペースを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 建物の目的に沿った教育研究活動を行う者 

(2) その他規管理責任者が必要と認めた者 

（部局運用スペースの使用の許可等） 

第４条 部局運用スペースを使用しようとする代表者は、所定の様式により、あらかじめ管

理責任者に願い出た上で、その許可を得なければならない。 

２ 前項の規定により使用を許可された部局運用スペースの使用者は、当該使用の途中にお

いて、許可を受けた内容を変更する必要が生じたときは、所定の様式により、あらかじめ

管理責任者に願い出た上で、その許可を得なければならない。 

（部局運用スペースの使用期間） 

第５条 部局運用スペースの使用期間は、使用者からの申請に基づき、管理責任者がこれを

定める。 

２ 部局運用スペースの使用者は、前項の規定により使用を許可された期間を超えて使用を

希望するときは、所定の様式により、あらかじめ管理責任者に願い出た上で、その許可を

得なければならない。 



（研究交流ホール） 

第６条 部局運用スペースのうち、研究交流ホールの使用時間は、原則として平日午前８時

３０分から午後５時までの間とする。 

２ 研究交流ホールの使用者は、前項の使用時間外の使用を希望するときは、あらかじめ管

理責任者に願い出た上で、その許可を得なければならない。 

３ 研究交流ホールの使用に当たっては、施設使用料を負担するものとし、冷房又は暖房を

使用する場合には、冷房使用料又は暖房使用料を加算するものとする。 

４ 前項の施設使用料、冷房使用料及び暖房使用料の額は、別表第２のとおりとする。 

（禁止する実験等） 

第７条 部局運用スペースの使用者は、建物において、規程第７条第１項各号に掲げる実験

等を実施することができない。ただし、管理責任者が必要と認めた場合は、同項第４号に

掲げる実験等を除き、この限りでない。 

（適正使用） 

第８条 部局運用スペースの使用者は、建物の目的に沿って適正に使用しなければならない。 

２ 管理責任者は、部局運用スペースの使用者が、この細則等及び許可条件に違反したとき、

又は建物の管理上支障があると認めるときは、当該部局運用スペースの許可を取り消し、

又は中止させるとともに、建物から退去を命ずるものとする。 

（光熱水料等） 

第９条 建物の使用者（研究交流ホールを除く。）は、使用を許可された場所において使用

した光熱水料を負担しなければならない。 

２ 前項の光熱水料は、電気料、上水道料、中水道（実験水）料、下水道料、ガス料、電話料

の費用とする。 

（徴収方法） 

第１０条 部局運用スペース（研究交流ホールを除く。）において、使用した光熱水料及び

使用料は、使用者が所属する部局の予算から筑紫地区事務部の予算に移し替えるものとす

る。 

２ 一度納付された使用料については、特段の事情がある場合を除き、返還しない。ただし、

天災その他使用者の責めに帰すことができない事由により使用できないときは、この限り

ではない。 

（大型設備等） 

第１１条 特定の大型設備等の管理については、当該設備等を使用する者が共同して行うも

のとする。 

 （使用の終了等） 

第１２条 部局運用スペースの使用者は、使用が終了したとき、又は第８条第２項の規定に

より使用の許可を取り消され、若しくは中止させられ、建物から退去を命ぜられたときは、

施設、設備、備品等（以下「施設等」という。）を現状に回復し、速やかに退去しなければ



ならない。 

 （損害賠償） 

第１３条 部局運用スペースの使用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破

損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。 

（事務） 

第１４条 部局運用スペースの管理運営に関する事務は、筑紫地区事務部において処理する。 

（雑則） 

第１５条 この細則に定めるもののほか、建物の使用等に関し必要な事項は、地区委員会の

議を経て、管理責任者が別に定める。 

附 則 

この細則は、令和３年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年度九大細則第２４号） 

この細則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

部局運用スペース 

地階 

電子顕微鏡室 

１階 

研究交流ホール 

ＡＤ室 

映写スペース 

２階 

留学生担当講師室 

学生相談室 

３階 

数値計算（大） 

数値計算（小） 

インキュベーション実験室 

インキュベーション研究員ゾーン１ 

インキュベーション研究員ゾーン２ 

インキュベーション実験ゾーン１ 

インキュベーション実験ゾーン２ 

インキュベーション実験ゾーン３ 

インキュベーション実験ゾーン４ 

学生実験室 



４階 

共同利用実験ゾーン１ 

共同利用実験ゾーン２Ａ 

共同利用実験ゾーン２Ｂ 

院生研究室 

共同利用実験ゾーン３ 

共同利用実験ゾーン４ 

共同利用実験ゾーン５ 

共同利用実験ゾーン６ 

共同利用実験ゾーン７ 

共同利用実験ゾーン８ 

５階 

共同利用研究員ゾーン１ 

共同利用研究員ゾーン２ 

共同利用研究員ゾーン３ 

共同利用実験ゾーン１ 

共同利用実験ゾーン２ 

共同利用実験ゾーン３ 

共同利用実験ゾーン４ 

共同利用実験ゾーン５ 

共同利用実験ゾーン６ 

６階 

院生研究室 

共同利用試作室 

７階 

院生研究室 

 

別表第２（第６条関係） 

 

施設使用料（１日当たり） 冷房使用料（１日当たり） 暖房使用料（１日当たり） 

９，３６０円 １５，６４０円 １０，５６０円 




